
●専用利用の上限額

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日
午前9時 午後1時 午後6時 午前9時 午前9時 午後1時 午後6時 午前9時

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
正午 午後5時 午後9時 午後9時 正午 午後5時 午後9時 午後9時

児童・生徒 2,100円 3,000円 4,500円 9,700円 2,500円 3,600円 5,400円 11,500円

一般・学生 4,500円 6,100円 9,200円 19,900円 5,400円 7,300円 11,000円 23,700円

児童・生徒 4,500円 6,100円 9,200円 19,900円 5,400円 7,300円 11,000円 23,700円

一般・学生 9,200円 12,300円 18,600円 40,200円 11,000円 14,750円 22,300円 48,050円

13,800円 18,600円 27,800円 60,200円 16,550円 22,300円 33,350円 72,200円

営利目的ではない 27,800円 37,200円 55,900円 120,000円 33,350円 44,600円 67,050円 145,000円

営利目的である 83,800円 111,000円 166,000円 362,500円 100,550円 133,200円 199,200円 432,950円

児童・生徒 1,200円 1,600円 2,600円 5,500円 1,400円 1,900円 3,100円 6,400円

一般・学生 2,600円 3,600円 5,400円 11,600円 3,100円 4,300円 6,450円 13,850円

児童・生徒 2,600円 3,600円 5,400円 11,600円 3,100円 4,300円 6,450円 13,850円

一般・学生 5,400円 7,300円 11,000円 23,700円 6,450円 8,750円 13,200円 28,400円

8,100円 11,000円 16,600円 35,800円 9,700円 13,200円 19,900円 42,800円

営利目的ではない 16,600円 22,300円 33,300円 72,300円 19,900円 26,750円 39,950円 86,600円

営利目的である 50,200円 67,000円 100,000円 218,000円 60,200円 80,400円 120,000円 260,600円

950円 1,200円 1,400円 3,600円 1,100円 1,400円 1,650円 4,150円

児童・生徒

一般・学生

多賀城市総合体育館、市民プール、市民テニスコート　料金新旧対照表（令和８年４月１日～）

１面当たり１時間につき　800円

１面当たり１時間につき　700円

午前、午後、夜間各１回につき　1,650円

午前、午後、夜間各１回につき　3,600円

午前、午後、夜間各１回当たり１枚につき　150円

午前、午後、夜間各１回当たり１枚につき　200円

午前、午後、夜間各１回当たり１台につき　150円

午前、午後、夜間各１回当たり１台につき　200円

午前、午後、夜間各１回当たり１脚につき  80円

午前、午後、夜間各１回当たり１脚につき  150円

１コース１時間につき　4,300円

旧 新
利用料金の上限額

全日１時間につき　400円

全日１時間につき　400円

午前、午後、夜間各１回につき　1,650円

午前、午後、夜間各１回につき　3,600円

午前、午後、夜間各１回につき　3,600円

午前、午後、夜間各１回につき　7,300円

多
賀
城
市
総
合
体
育
館

大
体
育
室

アマチュアス
ポーツに利用
する場合

入場料を徴しない場合

入場料を徴する場合

その他の催し
に利用する場
合

入場料を徴しない場合

利用区分

利用料金の上限額

その他の催し
に利用する場
合

入場料を徴する場合

入場料を徴する場合

集会室 全日1時間につき350円

柔道場、剣道場及び弓道場の各室

小
体
育
室

アマチュアス
ポーツに利用
する場合

入場料を徴しない場合

入場料を徴する場合

入場料を徴しない場合

午前、午後、夜間各1回につき1,400円

入場料を徴する場合 午前、午後、夜間各1回につき3,000円

舞台及び舞台
照明一式

和室 全日1時間につき350円

入場料を徴する場合 午前、午後、夜間各1回につき6,100円

午前、午後、夜間各1回につき3,000円

入場料を徴する場合 午前、午後、夜間各1回につき3,000円

午前、午後、夜間各1回当たり1枚につき100円

電光採点板一
式

入場料を徴しない場合 午前、午後、夜間各1回につき1,400円

入場料を徴する場合 午前、午後、夜間各1回当たり1脚につき80円

折りたたみ椅
子

入場料を徴しない場合 午前、午後、夜間各1回当たり1脚につき40円

設
備
器
具

放送設備一式
入場料を徴しない場合

会議室 1時間につき  350円

長机
入場料を徴しない場合 午前、午後、夜間各1回当たり1台につき80円

入場料を徴する場合 午前、午後、夜間各1回当たり1枚につき150円
フロアーシート

入場料を徴しない場合

入場料を徴する場合 午前、午後、夜間各1回当たり1台につき150円

入場料を徴しない場合

１時間につき　400円

1面当たり1時間につき  600円

多賀城市
市民テニス
コート

テニスコート
1面当たり1時間につき  350円

夜間照明灯

1面当たり1時間につき  700円

多賀城市
市民プール

水泳プール(幼児用を除く。) 1コース1時間につき  3,600円

１面当たり１時間につき　400円



●大体育室及び小体育室を専用利用する場合における照明利用料

●冷暖房の上限額

●個人利用の上限額

児童・生徒

一般・学生

児童・生徒

一般・学生

児童・生徒

一般・学生

団体

●回数券（6回券）の上限額

旧区分 新
4灯1時間につき200円

5灯1時間につき150円

1時間につき 300円

新
9,000円以内で規則で定める額をそれぞれ加算7,500円以内で規則で定める額をそれぞれ加算

新
午前、午後、夜間各１回につき　200円

午前、午後、夜間各１回につき　300円

３時間につき　200円

３時間につき　300円

２時間につき　400円（７月１日から８月３１日までにあっては、300円）

２時間につき　800円

多賀城市
市民テニスコート

２時間につき　300円（７月１日から８月３１日までにあっては、200円）

水泳プール

2時間につき　350円(7月1日から8月31日までにあっては、200円)

照明利用料

多賀城市
総合体育館

午前、午後、夜間各1回につき　150円

午前、午後、夜間各1回につき　200円

大体育室、小体育室、柔道場、剣道場及
び弓道場の各室

トレーニング室

利用区分

3時間につき　200円

3時間につき　150円

4灯1時間につき150円

5灯1時間につき100円小体育室

大体育室

4,000円（児童及び生徒が利用するものにあっては、1,500円）

4,000円（児童及び生徒が利用するものにあっては、2,000円）

新旧

旧
冷暖房

（１時間につき）

多賀城市
市民プール ７月１日から８月３１日まで

９月１日から６月３０日まで

3,500円（児童及び生徒が利用するものにあっては、1,750円）

3,500円（児童及び生徒が利用するものにあっては、1,000円）

3,500円（児童及び生徒が利用するものにあっては、1,750円）

多賀城市市民テニスコート

4,000円（児童及び生徒が利用するものにあっては、2,000円）

2時間につき　700円

壁打ちコート 1時間につき　200円

2時間につき　200円(7月1日から8月31日までにあっては、150円)

多賀城市
市民プール

旧


